
 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する世帯に係る国民健康保険料の減免について 

減免対象確認フローチャート 
 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みである場合、国民健

康保険料の減免対象となるかどうかのフローチャートです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小田原市福祉健康部保険課 

スタート 

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した。 

【１】主たる生計維持者の今年の事業収入等が、前年と比べて30％以上減少す

る見込みである。 

【２】主たる生計維持者の前年の所得の合計が1,000万円以

下である。 

【３】主たる生計維持者の、減少が見込まれ

る収入以外の、前年の所得の合計が

400万円以下である。 

 

 

 

減 免 
に該当 

減免対象になりません 

 

 

  

  

はい          いいえ 

 


